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伐
採
し
た
木
材
を
無
償
で
提
供
し
ま
す
！

　

河
川
の
伐
木
に
伴
い
発
生
す
る
伐
採
木
を
希
望
す
る
方
に
無
償
提
供
い
た
し
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
左
記
の
記
載
事
項
を
厳
守
し
て
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。
申
し

込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
木
材
提
供
は
、
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

提
供
期
間
：
３
月
26
日（
木
）〜
４
月
19
日（
日
）

　
　
　
　
　

※
提
供
期
間
で
あ
っ
て
も
、
な
く
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

提
供
場
所
：
八
乙
女
頭
首
工
上
流
河
川
敷

注
意
事
項
：
①
伐
採
木
材
は
約
70
セ
ン
チ
程
度
の
長
さ
で
す
。

　
　
　
　
　

② 

積
込
・
運
搬
作
業
は
各
自
で
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
作
業
は
自
己

責
任
と
な
り
、
丹
南
土
木
事
務
所
で
は
事
故
な
ど
の
一
切
の
責
任
を

負
い
か
ね
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
作
業
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

③
配
分
量
は
最
大
で
も
軽
ト
ラ
ッ
ク
1
台
程
度
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

④
営
利
目
的
の
方
は
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。

■
問
合
せ　

福
井
県
丹
南
土
木
事
務
所　

地
域
整
備
課　

南
越
前
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　

℡
23

－

４
９
７
１

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
全
て
の
人
が
加
入
す
る
義
務

が
あ
る
、
国
が
運
営
す
る
年
金
制
度
で
す
。
年
金
は
、
老
後
の
た
め
だ

け
で
な
く
、
思
わ
ぬ
事
故
で
身
体
に
障
害
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、

障
害
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
、「
い
ざ
」と
い
う
と
き
に
頼
り

に
な
る
保
険
で
す
。

　

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
の
保
険
料
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
収
入
が
少
な
い
た
め
保
険
料
が
払
え
な
い
30
歳
未
満
の
方
に
は
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

万
一
の
備
え
、将
来
の
備
え
と
し
て
、ぜ
ひ
、こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
武
生
年
金
事
務
所
、
町
民
税
務
課
年
金
窓
口
ま
た
は

「
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」へ

■問合せ  武生年金事務所 ℡ 23－1124
　　　　  町民税務課 ☎ 47－8015

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
の
ご
案
内

事業者の皆さま
へ マイナンバー制度のお知らせ

事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
▪ 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を
受け、書類などに記載します。

▪ 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、また
その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
➡ そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例
を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。

※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。
▪ 事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理のた
めに、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。

▪事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
▪マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

マイナンバーに関するホームページやコールセンターがあります。
もっと詳しく知りたい方は　　　　　　   で検索。または０５７０－２０－０

マイナンバー

１７８ へお問い合わせください。
（受付時間）土日祝日、年末年始を除く 9：30～ 17：30

マイナンバー

ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて解説しています。
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
➡ぜひ、ガイドライン（事業者編）                               をご覧ください。特定個人情報保護委員会


